
新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
と
り
ま
と
め
の
概
要

医
療
提
供
体
制
の
現
状
と
目
指
す
べ
き
方
向
性

8
5
歳
以
上
の
増
加
や
人
口
減
少
が
さ
ら
に
進
む

2
0
4
0
年
と
そ
の
先
を
見
据
え
、
全
て
の
地
域
･
世
代
の
患
者
が
、
適
切
に
医
療
･介

護
を
受
け
な
が
ら
生
活
し
、

必
要
に
応
じ
て
入
院
し
、
日
常
生
活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
医
療
従
事
者
も
持
続
可
能
な
働
き
方
を
確
保
で
き
る
医
療
提
供
体
制
を
構
築

•
「
治
す
医
療
」
と
「
治
し
支
え
る
医
療
」
を
担
う
医
療
機
関
の
役
割
分
担
を
明
確
化
し
、
地
域
完
結
型
の
医
療
･介

護
提
供
体
制
を
構
築

•
外
来
･在

宅
、
介
護
連
携
等
も
新
た
な
地
域
医
療
構
想
の
対
象
と
す
る

新
た
な
地
域
医
療
構
想

（
１
）
基
本
的
な
考
え
方

•
2
0
4
0
年
に
向
け
、
外
来
･在

宅
、
介
護
と
の
連
携
、
人
材
確
保
等
も
含
め
た

あ
る
べ
き
医
療
提
供
体
制
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
策
定
･推

進
  
(将

来
の
ビ
ジ
ョ
ン
等
、
病
床
だ
け
で
な
く
医
療
機
関
機
能
に
着
目
し
た
機
能
分
化
･
連
携
等

)

•
新
た
な
構
想
は

2
7
年
度
か
ら
順
次
開
始

（
2
5
年
度
に
国
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
、

2
6
年
度
に
都
道
府
県
で
体
制
全
体
の
方
向
性
や
必

要
病
床
数
の
推
計
等
、

2
8
年
度
ま
で
に
医
療
機
関
機
能
に
着
目
し
た
協
議
等
）

•
新
た
な
構
想
を
医
療
計
画
の
上
位
概
念
に
位
置
付
け
、
医
療
計
画
は
新
た
な

構
想
に
即
し
て
具
体
的
な
取
組
を
進
め
る

（
２
）
病
床
機
能
・
医
療
機
関
機
能

①
病
床
機
能

•
こ
れ
ま
で
の
「
回
復
期
機
能
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
｢高

齢
者
等
の
急
性

期
患
者
へ
の
医
療
提
供
機
能
｣を

追
加
し
、
｢包

括
期
機
能
｣と

し
て
位
置
づ
け

②
医
療
機
関
機
能
報
告

（
医
療
機
関
か
ら
都
道
府
県
へ
の
報
告
）

•
構
想
区
域
ご
と

(高
齢
者
救
急
･
地
域
急
性
期
機
能
､
在
宅
医
療
等
連
携
機
能
､
急
性
期
拠
点

機
能
､
専
門
等
機
能

)､
広
域
な
観
点

(医
育
及
び
広
域
診
療
機
能

)で
確
保
す
べ
き
機
能

や
今
後
の
方
向
性
等
を
報
告

③
構
想
区
域
・
協
議
の
場

•
必
要
に
応
じ
て
広
域
な
観
点
で
の
区
域
や
在
宅
医
療
等
の
よ
り
狭
い
区
域
で

協
議

（
議
題
に
応
じ
関
係
者
が
参
画
し
効
率
的
･
実
効
的
に
協
議
）

（
３
）
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金

•
医
療
機
関
機
能
に
着
目
し
た
取
組
の
支
援
を
追
加

（
４
）
都
道
府
県
知
事
の
権
限

①
医
療
機
関
機
能
の
確
保

（
実
態
に
合
わ
な
い
報
告
見
直
し
の
求
め
）

②
基
準
病
床
数
と
必
要
病
床
数
の
整
合
性
の
確
保
等

•
必
要
病
床
数
を
超
え
た
増
床
等
の
場
合
は
調
整
会
議
で
認
め
ら
れ
た
場
合

に
許
可

•
既
存
病
床
数
が
基
準
病
床
数
を
上
回
る
場
合
等
に
は
、
地
域
の
実
情
に
応

じ
て
、
必
要
な
医
療
機
関
に
調
整
会
議
の
出
席
を
求
め
る

（
５
）
国
･都
道
府
県
･市
町
村
の
役
割

①
国

(厚
労
大
臣

)の
責
務
･支

援
を
明
確
化

（
目
指
す
方
向
性
･
デ
ー
タ
等
提
供

)

②
都
道
府
県
の
取
組
の
見
え
る
化
、
調
整
会
議
で
調
っ
た
事
項
の
実
施
に
努

め
る

③
市
町
村
の
調
整
会
議
へ
の
参
画
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
活
用

（
６
）
新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る
精
神
医
療
の
位
置
付
け

•
精
神
医
療
を
新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
す
る

※
令
和
６
年
1
2
月
1
8
日
新
た
な
地
域
医
療
構
想
等
に
関
す
る
検
討
会
と
り
ま
と
め
よ
り
作
成
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新
た
な
地
域
医
療
構
想
と
医
療
計
画
の
関
係
の
整
理
（
案
）

○
新

た
な

地
域

医
療

構
想

に
つ

い
て

、
入

院
医

療
だ

け
で

な
く

、
外

来
･在

宅
医

療
、

介
護

と
の

連
携

等
も

含
め

た
医

療
提

供
体

制
全

体
の

地
域

医
療

構
想

と
す

る
方

向
で

検
討

を
行

っ
て

お
り

、
地

域
医

療
構

想
と

医
療

計
画

の
関

係
の

整
理

を
行

う
こ

と
と

し
て

は
ど

う
か

。

・
新

た
な

地
域

医
療

構
想

に
つ

い
て

、
医

療
計

画
の

記
載

事
項

の
一

つ
で

は
な

く
、

地
域

の
医

療
提

供
体

制
全

体
の

将
来

の
ビ

ジ
ョ

ン
・

方
向

性
を

定
め

る
と

と
も

に
、

医
療

機
関

機
能

に
着

目
し

た
医

療
機

関
の

機
能

分
化

・
連

携
、

病
床

の
機

能
分

化
・

連
携

等
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
新

た
な

地
域

医
療

構
想

に
お

い
て

も
、

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

等
の

関
係

す
る

計
画

と
の

整
合

性
を

図
る

。

・
医

療
計

画
に

つ
い

て
、

地
域

医
療

構
想

の
６

年
間

（
一

部
３

年
間

）
の

実
行

計
画

と
し

て
、

新
た

な
地

域
医

療
構

想
に

即
し

て
、

５
疾

病
・

６
事

業
及

び
在

宅
医

療
、

医
師

確
保

、
外

来
医

療
等

に
関

す
る

具
体

的
な

取
組

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

医
療

計
画

（
都

道
府

県
）

５
疾

病
・

６
事

業
及

び
在

宅
医

療
医

師
の

確
保

外
来

医
療

提
供

体
制

等

地
域
医
療
構
想

（
都
道
府
県
）

病
床

の
機

能
分

化
・

連
携

の
推

進

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

（
都

道
府

県
）

医
療

計
画

（
都

道
府

県
）

５
疾

病
・

６
事

業
及

び
在

宅
医

療
医

師
の

確
保

外
来

医
療

提
供

体
制

等

地
域
医
療
構
想

（
都
道
府
県
）

入
院

医
療

、
外

来
・

在
宅

医
療

、
介

護
と

の
連

携
等

を
含

む
医

療
提

供
体

制
全

体
の

将
来

の
構

想

即
し
て
定
め
る

介
護

保
険

事
業

計
画

（
市

区
町

村
）

整 合 性 を 図 る

※ １

介
護

保
険

事
業

計
画

（
市

区
町

村
）

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

（
都

道
府

県
）

整 合 性 を 図 る

※
１

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

法
の

都
道

府
県

計
画

、
感

染
症

法
の

予
防

計
画

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
特

措
法

の
都

道
府

県
行

動
計

画
と

も
整

合
性

を
図

る
。

※
１

地
域

医
療

介
護

総
合

確
保

法
の

都
道

府
県

計
画

、
感

染
症

法
の

予
防

計
画

、
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
特

措
法

の
都

道
府

県
行

動
計

画
と

も
整

合
性

を
図

る
。

＜
現

行
＞

＜
今

後
＞

※
地

域
医

療
構

想
は

、
医

療
法

上
、

医
療

計
画

の
記

載
事

項
の

一
部

と
さ

れ
て

い
る

。

基
本

指
針

（
国

）
基

本
指

針
（

国
）

基
本

指
針

（
国

）
基

本
指

針
（

国
）

整 合 性 を 図 る

※ １

2

・
地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
法

の
総

合
確

保
方

針
に

即
し

て
定

め
る

・
地

域
医

療
介

護
総

合
確

保
法

の
総

合
確

保
方

針
に

即
し

て
定

め
る



新
た
な
地
域
医
療
構
想
の
記
載
事
項
（
案
）

○
現

行
の

地
域

医
療

構
想

は
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量
、

病
床

の
機

能
分

化
・

連
携

の
推

進
に

関
す

る
取

組
等

を
定

め
る

も
の

で
あ

る

が
、

新
た

な
地

域
医

療
構

想
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

に
加

え
て

、
地

域
の

医
療

提
供

体
制

全
体

の
将

来
の

ビ
ジ

ョ
ン

・
方

向
性

、
将

来

の
医

療
機

関
機

能
の

確
保

の
あ

り
方

、
医

療
機

関
の

機
能

分
化

・
連

携
の

推
進

に
関

す
る

取
組

等
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

は
ど

う
か

。

※
具

体
的

な
記

載
内

容
等

は
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

検
討

○
構

想
区

域
に

お
け

る
将

来
の

病
床

数
の

必

要
量

○
地

域
医

療
構

想
の

達
成

に
向

け
た

病
床

の

機
能

分
化

・
連

携
の

推
進

に
関

す
る

取
組

○
病

床
機

能
の

情
報

提
供

の
推

進

○
地
域
の
医
療
提
供
体
制
全
体
の
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
・
方
向
性

※
入

院
医

療
、

外
来

医
療

、
在

宅
医

療
、

介
護

と
の

連
携

、
人

材
確

保
等

を
含

む
医

療
提

供
体

制
全

体
の

将
来

の
ビ

ジ
ョ

ン
・

方
向

性

○
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
医
療
機
関
機
能
の
確
保
の
あ
り
方

○
構

想
区

域
に

お
け

る
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量

○
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
の
機
能
分
化
・
連
携

の
推
進
に
関
す
る
取
組

○
地

域
医

療
構

想
の

達
成

に
向

け
た

病
床

の
機

能
分

化
・

連
携

の
推

進
に

関
す

る
取

組

○
医
療
機
関
機
能
の
情
報
提
供
の
推
進

○
病

床
機

能
の

情
報

提
供

の
推

進

※
具

体
的

な
記

載
内

容
等

は
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

検
討

現
行
の
地
域
医
療
構
想
の
主
な
記
載
事
項

新
た
な
地
域
医
療
構
想
の
主
な
記
載
事
項
（
案
）

※
医

療
計

画
に

お
い

て
、

新
た

な
地

域
医

療
構

想
に

即
し

て
、

５
疾

病
・

６
事

業
及

び
在

宅
医

療
、

医
師

確
保

、
外

来
医

療
等

に
関

す
る

具
体

的
な

取
組

を
定

め
る

。
※

新
た

な
地

域
医

療
構

想
に

お
い

て
も

、
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
等

の
関

係
す

る
計

画
と

の
整

合
性

を
図

る
。

3



新
た
な
地
域
医
療
構
想
と
医
療
計
画
の
進
め
方
（
案
）

○
新

た
な

地
域

医
療

構
想

に
つ

い
て

、
令

和
７

年
度

に
国

で
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

検
討

･策
定

し
、

都
道

府
県

に
お

い
て

、
ま

ず
令

和
８

年
度

に
地

域
の

医
療

提
供

体
制

全
体

の
方

向
性

、
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量
の

推
計

等
を

検
討

･策
定

し
た

上
で

、
そ

れ
を

踏
ま

え
、

令
和

９
～

1
0
年

度
に

医
療

機
関

機
能

に
着

目
し

た
地

域
の

医
療

機
関

の
機

能
分

化
･連

携
の

協
議

等
を

行
う

こ
と

と
し

て
は

ど
う

か
。

○
新

た
な

地
域

医
療

構
想

の
内

容
に

つ
い

て
、

基
本

的
に

第
９

次
医

療
計

画
に

適
切

に
反

映
さ

れ
る

よ
う

、
地

域
医

療
構

想
の

策
定

状
況

や
医

療
計

画
の

取
組

等
に

係
る

課
題

を
国

と
県

で
共

有
す

る
こ

と
と

し
て

は
ど

う
か

。
医

療
計

画
の

う
ち

、
５

疾
病

･６
事

業
に

つ
い

て
は

、
個

別
の

事
業

の
課

題
を

第
９

次
医

療
計

画
に

向
け

て
継

続
的

に
検

討
し

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

い
、

ま
た

、
外

来
医

療
計

画
等

の
3
か

年
の

計
画

に
つ

い
て

は
、

令
和

9
年

度
か

ら
の

後
期

計
画

に
向

け
て

必
要

な
検

討
を

行
う

こ
と

と
し

て
は

ど
う

か
。

地
域

医
療

構
想

５
疾

病
・

６
事

業

外
来

医
療

計
画

、
医

師
確

保
計

画
、

在
宅

医
療

に
関

す
る

事
業

第
９
次
医
療
計
画

新
た
な
地
域
医
療
構
想
の
策
定
・
取
組

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
検

討
（

国
）

第
9
次

計
画

の
作

成
(都

道
府

県
)

第
9
次

計
画

の
検

討
（

国
）

第
8
次

計
画

(後
期

)
の

検
討

（
国

）
第

8
次

計
画

(後
期

)
の

作
成

(都
道

府
県

)

（
令

和
6
年

度
）

（
令

和
7
年

度
）

（
令

和
８

年
度

）
（

令
和

９
年

度
）

（
令

和
1
0
年

度
）

（
令

和
1
1
年

度
）

（
令

和
1
2
年

度
）

２
０

２
４

２
０

２
５

２
０

２
６

２
０

２
７

２
０

２
８

２
０

２
９

２
０

３
０

～

将
来

の
方

向
性

、
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量
の

推
計

等

医
療

機
関

機
能

に
着

目
し

た
地

域
の

医
療

機
関

の
機

能
分

化
･
連

携
の

協
議

、
病

床
の

機
能

分
化

･
連

携
の

協
議

等

第
9
次

計
画

の
作

成
(都

道
府

県
)

第
9
次

計
画

の
検

討
（

国
）

第
8
次
医
療
計
画
（
※
）

※
 救

命
救

急
セ

ン
タ

ー
の

あ
り

方
や

周
産

期
医

療
等

、
個

別
の

事
業

の
課

題
を

第
９

次
医

療
計

画
に

向
け

て
継

続
的

に
検

討
し

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

う
。

国
と

都
道

府
県

の
実

務
者

協
議

（
地

域
医

療
構

想
の

策
定

状
況

や
医

療
計

画
の

取
組

等
に

係
る

課
題

を
国

と
都

道
府

県
で

共
有

）

第
９
次
医
療
計
画

第
8
次
計
画
（
前
期
）

第
8
次
計
画
（
後
期
）

4

か
か

り
つ

け
医

機
能

報
告

等
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
検

討
（

国
）

新
た

な
地

域
医

療
構

想
の

検
討

（
国

）

か
か

り
つ

け
医

機
能

の
確

保
に

関
す

る
地

域
の

協
議

（
都

道
府

県
）



病
床
機
能
に
つ
い
て
（
案
）
②

•
病

床
機

能
区

分
の

う
ち

、
こ

れ
ま

で
の

【
回

復
期

機
能

】
に

つ
い

て
、

2
0
4
0
年

に
向

け
て

増
加

す
る

高
齢

者
救

急
等

の
受

け
皿

と
し

て
急

性
期

と
回

復
期

の
機

能
を

あ
わ

せ
も

つ
こ

と
が

重
要

と
な

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
【

包
括

期
機

能
】

と
し

て
位

置
づ

け
て

は
ど

う
か

。

•
現

行
制

度
で

は
、

既
存

病
床

数
が

基
準

病
床

数
を

下
回

る
場

合
は

、
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量
を

上
回

っ
て

も
、

基
準

病
床

数
ま

で
増

床
が

可
能

で
あ

る
。

基

準
病

床
数

制
度

と
地

域
医

療
構

想
の

整
合

性
を

確
保

し
、

基
準

病
床

数
制

度
に

よ
る

効
率

的
な

病
床

整
備

を
図

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
新

た
な

地
域

医
療

構
想

の
実

現
に

向
け

て
、

原
則

６
年

ご
と

に
策

定
す

る
医

療
計

画
の

基
準

病
床

数
に

つ
い

て
、

連
携

･再
編

･集
約

化
を

通
じ

た
効

率
的

な
病

床
整

備

を
念

頭
に

置
い

て
設

定
す

る
も

の
と

し
、

基
準

病
床

数
の

算
定

に
お

い
て

は
、

将
来

の
病

床
数

の
必

要
量

を
上

限
と

す
る

こ
と

と
し

て
は

ど
う

か
。

そ
の

際
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、

医
療

機
関

の
再

編
･集

約
化

に
伴

い
必

要
な

場
合

や
、

地
域

の
医

療
機

関
が

果
た

せ
な

い
機

能
を

提
供

す
る

場
合

等
に

は
、

特
例

措

置
に

よ
り

都
道

府
県

は
増

床
等

の
許

可
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
し

て
は

ど
う

か
。

（
再

掲
）

•
将

来
の

病
床

数
の

必
要

量
の

推
計

に
つ

い
て

は
、

合
計

の
病

床
数

を
上

記
の

基
準

病
床

数
の

設
定

に
活

用
す

る
こ

と
と

し
、

受
療

率
の

変
化

等
を

踏
ま

え
、

定

期
的

に
（

例
え

ば
将

来
推

計
人

口
の

公
表

毎
に

）
2
0
4
0
年

の
病

床
数

の
必

要
量

の
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

し
て

は
ど

う
か

。
ま

た
、

こ
れ

ま
で

の
取

組
と

の
連

続
性

等
の

観
点

か
ら

、
こ

れ
ま

で
の

推
計

方
法

を
基

本
と

し
つ

つ
、

受
療

率
の

変
化

等
も

踏
ま

え
、

基
本

的
に

診
療

実
績

デ
ー

タ
を

も
と

に
病

床
機

能
区

分
ご

と
の

推
計

を
行

う
こ

と
と

し
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
検

討
に

お
い

て
、

改
革

モ
デ

ル
も

含
め

、
具

体
的

な
推

計
も

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
は

ど
う

か
。

病
床
機
能
区
分

機
能

の
内

容

高
度

急
性

期
機

能
•

急
性

期
の

患
者

に
対

し
、

状
態

の
早

期
安

定
化

に
向

け
て

、
診

療
密

度
が

特
に

高
い

医
療

を
提

供
す

る
機

能

急
性

期
機

能
•

急
性

期
の

患
者

に
対

し
、

状
態

の
早

期
安

定
化

に
向

け
て

、
医

療
を

提
供

す
る

機
能

包
括

期
機

能
•

高
齢

者
等

の
急

性
期

患
者

に
つ

い
て

、
治

療
と

入
院

早
期

か
ら

の
リ

ハ
ビ

リ
等

を
行

い
、

早
期

の
在

宅
復

帰
を

目
的

と
し

た
治

し
支

え
る

医
療

を
提

供
す

る
機

能
•

急
性

期
を

経
過

し
た

患
者

へ
の

在
宅

復
帰

に
向

け
た

医
療

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
提

供
す

る
機

能
•

特
に

、
急

性
期

を
経

過
し

た
脳

血
管

疾
患

や
大

腿
骨

頚
部

骨
折

等
の

患
者

に
対

し
、

Ａ
Ｄ

Ｌ
の

向
上

や
在

宅
復

帰
を

目
的

と
し

た
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

を
集

中
的

に
提

供
す

る
機

能
（

回
復

期
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

機
能

）

慢
性

期
機

能
•

長
期

に
わ

た
り

療
養

が
必

要
な

患
者

を
入

院
さ

せ
る

機
能

•
長

期
に

わ
た

り
療

養
が

必
要

な
重

度
の

障
害

者
（

重
度

の
意

識
障

害
者

を
含

む
。

）
、

筋
ジ

ス
ト

ロ
フ

ィ
ー

患
者

又
は

難
病

患
者

等
を

入
院

さ
せ

る
機

能
5



•
こ

の
ほ

か
、

急
性

期
拠

点
機

能
を

担
う

医
療

機
関

等
が

行
う

、
広

域
な

観
点

で
の

診
療

、
人

材
の

育
成

、
医

師
の

派
遣

等
の

役
割

に
つ

い
て

も
、

報
告

を
求

め
、

地
域

全
体

で
の

機
能

の
確

保
に

向
け

た
議

論
を

行
う

。

医
療
機
関
機
能
に
つ
い
て
（
案
）

医
療
機
関
機
能
の
考
え
方

○
医

療
機

関
機

能
に

着
目

し
て

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
｢治

す
医

療
｣を

担
う

医
療

機
関

と
｢治

し
支

え
る

医
療

｣
を

担
う

医
療

機
関

の
役

割
分

担
を

明
確

化
し

、
医

療
機

関
の

連
携

･再
編

･集
約

化
が

推
進

さ
れ

る
よ

う
、

医
療

機
関

（
病

床
機

能
報

告
の

対
象

医
療

機
関

）
か

ら
都

道
府

県
に

、
地

域
で

求
め

ら
れ

る
役

割
を

担
う

｢医
療

機
関

機
能

｣を
報

告
。

地
域

の
医

療
提

供
体

制
の

確
保

に
向

け
て

地
域

で
協

議
を

行
う

と
と

も
に

、
国

民
･患

者
に

共
有

。

○
二

次
医

療
圏

等
を

基
礎

と
し

た
地

域
ご

と
に

求
め

ら
れ

る
医

療
提

供
機

能
、

よ
り

広
域

な
観

点
か

ら
医

療
提

供
体

制
の

維
持

の
た

め
に

必
要

な
機

能
を

設
定

。
・

2
0
4
0
年

頃
を

見
据

え
て

、
人

口
規

模
が

2
0
万

人
未

満
の

構
想

区
域

等
、

医
療

需
要

の
変

化
や

医
療

従
事

者
の

確
保

、
医

療
機

関
の

維
持

等
の

観
点

か
ら

医
療

提
供

体
制

上
の

課
題

が
あ

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

構
想

区
域

を
拡

大
。

・
従

来
の

構
想

区
域

だ
け

で
な

く
、

広
域

な
観

点
で

の
区

域
や

、
在

宅
医

療
等

に
関

す
る

よ
り

狭
い

区
域

を
設

定
。

新
た

な
地

域
医

療
構

想
の

策
定

･推
進

に
向

け
て

、
地

域
に

必
要

な
医

療
提

供
体

制
の

確
保

の
た

め
実

効
性

の
あ

る
議

論
に

資
す

る
よ

う
、

区
域

ご
と

に
議

論
す

べ
き

内
容

や
議

題
に

応
じ

た
主

な
参

加
者

等
に

つ
い

て
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

明
確

化
。

地
域
ご
と
の
医
療
機
関
機
能

広
域
な
観
点
の
医
療
機
関
機
能

主
な

具
体

的
な

内
容

（
イ

メ
ー

ジ
）

高
齢

者
救

急
・

地
域

急
性

期
機

能
•

高
齢

者
を

は
じ

め
と

し
た

救
急

搬
送

を
受

け
入

れ
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
専

門
病

院
や

施
設

等
と

協
力

･連
携

し
な

が
ら

、
入

院
早

期
か

ら
の

リ
ハ

ビ
リ

･退
院

調
整

等
を

行
い

、
早

期
の

退
院

に
つ

な
げ

、
退

院
後

の
リ

ハ
ビ

リ
等

の
提

供
を

確
保

す
る

。
※

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
幅

を
も

っ
た

報
告

の
あ

り
方

を
設

定

在
宅

医
療

等
連

携
機

能
•

地
域

で
の

在
宅

医
療

の
実

施
、

他
の

医
療

機
関

や
介

護
施

設
、

訪
問

看
護

、
訪

問
介

護
等

と
連

携
し

た
2
4
時

間
の

対
応

や
入

院
対

応
を

行
う

。
※

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
幅

を
も

っ
た

報
告

の
あ

り
方

を
設

定

急
性

期
拠

点
機

能
•

地
域

で
の

持
続

可
能

な
医

療
従

事
者

の
働

き
方

や
医

療
の

質
の

確
保

に
資

す
る

よ
う

、
手

術
や

救
急

医
療

等
の

医
療

資
源

を
多

く
要

す
る

症
例

を
集

約
化

し
た

医
療

提
供

を
行

う
。

※
報

告
に

当
た

っ
て

は
、

地
域

シ
ェ

ア
等

の
地

域
の

実
情

も
踏

ま
え

た
一

定
の

水
準

を
満

た
す

役
割

を
設

定
。

ま
た

、
ア

ク
セ

ス
や

構
想

区
域

の
規

模
も

踏
ま

え
、

構
想

区
域

ご
と

に
ど

の
程

度
の

病
院

数
を

確
保

す
る

か
設

定
。

専
門

等
機

能
•

上
記

の
機

能
に

あ
て

は
ま

ら
な

い
、

集
中

的
な

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

高
齢

者
等

の
中

長
期

に
わ

た
る

入
院

医
療

機
能

、
有

床
診

療
所

の
担

う
地

域
に

根
ざ

し
た

診
療

機
能

、
一

部
の

診
療

科
に

特
化

し
地

域
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

診
療

を
行

う
。

医
育

及
び

広
域

診
療

機
能

•
大

学
病

院
本

院
が

担
う

、
広

域
な

観
点

で
担

う
常

勤
医

師
や

代
診

医
の

派
遣

、
医

師
の

卒
前

･卒
後

教
育

を
は

じ
め

と
し

た
医

療
従

事
者

の
育

成
、

広
域

な
観

点
が

求
め

ら
れ

る
診

療
を

総
合

的
に

担
い

、
ま

た
、

こ
れ

ら
の

機
能

が
地

域
全

体
で

確
保

さ
れ

る
よ

う
都

道
府

県
と

必
要

な
連

携
を

行
う

。

令
和

６
年

1
1
月

8
日

第
1
1
回

新
た

な
地

域
医

療
構

想
等

に
関

す
る

検
討

会
資

料
（

一
部

改
）

6

※
 高

齢
者

医
療

に
お

い
て

は
、

マ
ル

チ
モ

ビ
デ

ィ
テ

ィ
（

多
疾

病
併

存
状

態
）

患
者

へ
の

治
し

支
え

る
医

療
の

観
点

が
重

要



7

新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
お
け
る
精
神
医
療
の
位
置
付
け

新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
精
神
医
療
を
位
置
付
け
る
場
合
の
課
題
等
に
関
す
る

検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

取
り
ま
と
め
概
要

○
以
下
の
観
点
か
ら
、
新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
精
神
医
療
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当
。


新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
は
、
2
0
4
0
年
頃
を
見
据
え
、
入
院
医
療
だ
け
で
な
く
、
外
来
・
在
宅
医
療
、
介
護
と
の
連
携
等

を
含
む
、
医
療
提
供
体
制
全
体
の
地
域
医
療
構
想
と
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め
て
い
る
。

→
地
域
の
医
療
提
供
体
制
全
体
の
中
に
は
、
精
神
医
療
も
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
適
当


新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
精
神
医
療
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の
意
義
が
考
え
ら
れ
る
。

・
2
0
4
0
年
頃
の
精
神
病
床
数
の
必
要
量
を
推
計

→
中
長
期
的
な
精
神
医
療
の
需
要
に
基
づ
く
精
神
医
療
体
制
の
推
進

・
病
床
機
能
報
告
の
対
象
に
精
神
病
床
を
追
加

→
デ
ー
タ
に
基
づ
く
協
議
・
検
討
が
可
能

・
精
神
医
療
に
関
す
る
協
議
の
場
の
開
催
や
一
般
医
療
に
関
す
る
協
議
の
場
へ
の
精
神
医
療
関
係
者
の
参
画

→
身
体
疾
患
に
対
す
る
医
療
と
精
神
疾
患
に
対
す
る
医
療
の
双
方
を
必
要
と
す
る
患
者
へ
の
対
応
等
に
お
け
る
精
神
医
療
と

一
般
医
療
と
の
連
携
等
の
推
進

・
地
域
医
療
構
想
の
実
現
に
向
け
た
財
政
支
援
、
都
道
府
県
の
権
限
行
使

→
精
神
病
床
等
の
適
正
化
・
機
能
分
化
の
推
進

○
新
た
な
地
域
医
療
構
想
に
精
神
医
療
を
位
置
付
け
た
場
合
の
具
体
的
な
内
容
※
は
、
法
律
改
正
後
に
施
行
に
向
け
て
、

必
要
な
関
係
者
で
議
論
す
る
必
要
が
あ
り
、
精
神
医
療
に
係
る
施
行
に
は
十
分
な
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
。

※
病
床
数
の
必
要
量
の
推
計
方
法
、
精
神
病
床
の
機
能
区
分
、
病
床
機
能
報
告
の
報
告
事
項
、
精
神
医
療
の
構
想
区
域
・
協
議
の

場
の
範
囲
・
参
加
者
、
精
神
科
医
療
機
関
の
医
療
機
関
機
能
等
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